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平成 29 年 8 月 15 日 
各  位 
                      会 社 名 株 式 会 社 東 京 衡 機  

                      代表者名 代表取締役会長兼社長 石川 隆一 

                       （コード番号 ７７１９ 東証第２部） 

                      問合せ先 執 行 役 員 管 理 部 長 石見 紀生 

                       （ＴＥＬ．０３－５２０７－６７６０） 

 
「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ 

 
当社は、本日公表の「平成 30 年 2 月期第１四半期決算短信の公表および平成 30 年 2 月期第１

四半期報告書の提出ならびに過年度の決算短信等の訂正版の公表および過年度の有価証券報告書

等の訂正報告書の提出に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、本日、過年度の決

算短信等の訂正版を公表するとともに過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を提出いたします。 
また、これと併せて、金融商品取引法第 24 条 4 の 5 第 1 項に基づき、「内部統制報告書の訂正

報告書」を提出いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。 
株主の皆様はじめお取引先および関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしまし

たことを深くお詫び申し上げます。 
 

記 
１．訂正の対象となる内部統制報告書 
  第 111 期 内部統制報告書 （自 平成 28 年 3 月 1 日 至 平成 29 年 2 月 28 日） 
 
２．訂正の内容 

上記の内部統制報告書のうち、３【評価結果に関する事項】を以下のとおり訂正いたします。 
なお、訂正箇所には下線＿を付して表示しております。 
 

・第 111 期 内部統制報告書 （自 平成 28 年 3 月 1 日 至 平成 29 年 2 月 28 日） 
３【評価結果に関する事項】 
 
（訂正前） 

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効

であると判断いたしました。 
  
  （訂正後） 

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことと

なり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日

時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 
 

記 
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   当社は、当社の中国子会社である無錫三和塑料製品有限公司（以下「本件子会社」という。）

における同社の役職員に関する不正行為の疑い等の内部告発を契機として、平成 29 年 5 月よ

り当社グループの役職員等による社内調査を開始したところ、同社の元役員（当社元執行役

員）および元幹部社員による不適正な経費使用、生産設備の不正使用や棚卸在庫の横流しな

どの不正行為の疑い（以下「本件疑義」という。）が発覚したため、平成 29 年 7 月 14 日に

本件疑義の全容解明のため、外部の有識者等を構成員に含む調査委員会を設置し、本格的な

調査を開始いたしました。 
その結果、平成 29 年 8 月 14 日に調査委員会から中間報告書を受領し、本件疑義と関連し、

本件子会社において平成 28 年 6 月から平成 29 年 3 月にかけて計上された売上の一部につい

て、製品の出荷の事実が認められず、少なくとも企業会計上は収益認識が認められない架空

売上があったこと、同社の平成 28 年 9 月末、同年 12 月末および平成 29 年 3 月末の貸借対

照表において、仕掛品の帳簿残高が過大計上されていたこと、平成 28 年 12 月末時点におい

て実質的に回収不能または回収困難と認めざるを得ない債権があったこと等が判明したこと

から、平成 29 年 2 月期第 2 四半期以降の財務報告において訂正を要する事項があると認め、

過年度の会計処理等を訂正すべきであると判断し、過年度の会計処理等を訂正するとともに、

平成 29 年 2 月期第 2 四半期および第 3 四半期の四半期報告書ならびに平成 29 年 2 月期有価

証券報告書について訂正報告書を提出いたしました。 
本件疑義につきましては、引き続き調査委員会において調査を実施しておりますが、過年

度の会計処理等を訂正することとなった要因は、本件疑義に係るものであり、当社の本件子

会社に対するマネジメントに不備がありモニタリングが不十分であったこと、本件子会社内

部において牽制機能が働かずコンプライアンスが徹底されていなかったこと、当社の海外子

会社に対する内部監査が十分でなかったこと等によるものと判断しております。 
以上のことから、本件子会社における全社的な内部統制および業務プロセスの不備ならび

に当社の全社的な内部統制および決算・財務報告プロセスに関する内部統制の不備は、当社

の財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しま

した。 
なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是

正することができませんでした。 
当社は、財務報告に係る内部統制の整備および運用の重要性を強く認識しており、財務報

告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、以下のとおり再発防止策を講

じ、内部統制の改善および充実・強化を図り、当社グループ全体においてコンプライアンス

を徹底し、財務報告の信頼性を確保する所存であります。また、当社は、本件疑義に関し、

本年 10 月中を目途に、調査委員会より再発防止策の提言を含む最終報告書の提出を受領し、

同委員会の提言を受けて改めて対策を強化する予定であります。 
（１）当社からの人材派遣による本件子会社の統制の強化 
（２）相互牽制機能の強化を目的とした本件子会社における組織・人事再編 
（３）本件子会社におけるコンプライアンス・社内ルールの順守の徹底 
（４）本件子会社の各業務工程における決裁・運用管理プロセスの改善および明瞭化 
（５）海外子会社に対する内部監査体制の強化・拡充 

以 上 


